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開会  午前９時３０分 

 

○議長（仲亀佳定君） 

皆さん、おはようございます。 

令和元年第２回臨時会の開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

平成から令和に変わり、本日、初めての臨時会となります。「人々が美しく心を寄せ合う中

で文化が生まれ育つ」という意味が込められた新元号「令和」、新しい時代「令和」も引き続

き平和であることを祈るものであります。 

さて、環境省が推進するクールビズも、今年で１５年目を迎えましたが、本町議会に置きま

しても、昨年同様、地球温暖化防止と節電に取り組むため、本会議等での上着、ネクタイの着

用は自由といたしますのでご了承ください。 

議員各位におかれましては、令和元年第２回臨時会の招集通知を差し上げましたところ、何

かとご多用の中ご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

それでは、本臨時会の円滑なる議会運営に格段のご協力を併せてお願い申し上げまして、開

会のあいさつといたします。 

ただいまから、令和元年南部町議会第２回臨時会を開会いたします。 

ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、令和元年南部町議会第２回臨

時会は成立いたしました。 

それでは、ただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

○議長（仲亀佳定君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、３番 

高橋茂広議員および４番 若林良一議員の両名を指名いたします。 

 

○議長（仲亀佳定君） 

日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は、本日１日限りとすることに決定いたしました。 

 

○議長（仲亀佳定君） 

日程第３ 諸報告を行います。 

地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長および教育委員会の教育長に出席を

求めたところ、お手元に配布のとおり、説明員の出席ならびに委任の通知がありました
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のでご承知願います。 

町長からお手元に配布のとおり、議案の提出がありましたので報告いたします。 

次に、請願、陳情についてでありますが、本臨時会に付する請願、陳情等はありません。 

以上で、諸報告を終わります。 

 

○議長（仲亀佳定君） 

日程第４ 提出議題の報告ですが、お手元に配布してありますので提出議題の朗読を省略

させていただきます。 

 

○議長（仲亀佳定君） 

   日程第５ 議案理由の説明、質疑・討論・採決を行います。 

議案第５５号 工事請負契約の締結についてを議題とし、町長に提案理由の説明を

求めます。 

佐野和広町長。 

○町長（佐野和広君） 

では、私の方から提案理由の説明をさせていただきます。 

元号も令和に改まり、今上陛下が日々ご公務をなされているご様子や安倍内閣総理大

臣から初めての内奏をお受けになられたことが報道されるなど、新たな時代が滞りなく

始まったことに私共国民も心から敬意を表したいと思います。そして、争い事のない、

穏やかな平成の御代と同じように、令和の時代も平安で希望に満ち溢れる時代であるこ

とを心から願うものであります。 

それでは、本臨時会にご提案させていただきました議案につきまして、その提案理由

の説明をさせていただきます。本臨時会に上程いたしました議案は、工事請負契約の締

結案件１件であります。議案集１ページ、議案第５５号 工事請負契約の締結について

でありますが、南部町立富河小学校改修工事について、入札により契約相手の選定が整

いましたことから、契約の締結について議会の議決を求めるものであります。 

以上で、提案理由の説明を終わりますが、提出議案の詳細につきましては、担当課長

より説明をさせますので、ご審議をいただき、ご議決賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（仲亀佳定君） 

     町長の提案理由の説明が終わりました。 

次に、担当課長の補足説明を求めます。 

議案第５５号について、遠藤財政課長。 

○財政課長（遠藤良彦君） 
（補足の説明・省略） 

○議長（仲亀佳定君） 

以上で、担当課長の補足説明を終わります。 
○議長（仲亀佳定君） 

これより、質疑・討論・採決を行います。 
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まず、質疑を行います。 
議案集１ページをお開きください。 
議案第５５号 工事請負契約の締結について、質疑はありませんか。 
８番 市川 強議員。 

○８番議員（市川 強君） 

８番 市川。この工事概要資料の１ページ目を捲りますと、改修前のところ、網掛の

ところは、改修工事範囲外となっておりますが、それでよろしいんですかね。トイレが

改修工事範囲外になっておるんですが、上の現状のところの網掛部分は工事するところ

ですよね。 

○議長（仲亀佳定君） 

市川学校教育課長。 

○学校教育課長（市川 隆君） 
８番 市川議員のご質問にお答えします。 

トイレはすべて施工箇所に入っております。施工範囲内です。斜線の、ここは体育館

が工事の対象に入っていませんよという、すみません、白黒で見難くて申し訳ないです

けれども、工事の概要のところにありますとおり、トイレはすべて洋式化をいたしまし

て、乾式化をするという計画になっております。はい、すべて洋式化です。児童用職員

用すべてです。 

○８番議員（市川 強君） 

すべて、１００パーセントということですか。 

○学校教育課長（市川 隆君） 

はい。１００パーセントです。 

○８番議員（市川 強君） 

僕が、平成２４年６月と平成２９年１２月に、トイレの洋式化を要望していたんですよね。    

回答が、「排せつは健康な体を維持するために必要不可欠であり、抵抗感を持たず排せつでき

る環境を学校生活で営むうえで非常に重要です。」と回答しているんですが、それに対して１

００パーセントするのでは、回答とちょっと意味が違う気がするのですが。要するに、抵抗感

を持たずに排せつをする環境を学校生活で営むうえに非常に重要ですと、要するに、和式のト

イレを残すことは重要だと答えているんですよ。それですべて洋式化でよろしいんですか。 

○学校教育課長（市川 隆君） 

今回の改修工事に際しまして、トイレについては乾式化をするという方針を立てまし

た。そうしますというと、和式トイレは湿式対応ということになりますので、乾式化す

る際にはすべて洋式化する必要がでてくるということで、以前のお答えとは違った結果

になっているかもしれませんけれども、富河小学校につきましては、すべて乾式化の洋

式化ということで方針を決定しまして、そのように計画をさせていただきました。よろ

しいでしょうか。 

○議長（仲亀佳定君） 

     他に、質疑はありませんか。 

１０番 堀之内可和議員。 
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○１０番議員（堀之内可和君） 

１０番 堀之内。今、計画の相手方ということで、日経工業株式会社でありますけれ

ども、入札の回数、何回で落札したのか、入札の回数と、それから日経工業株式会社の

従業員数、この辺をお知らせ願いたいと思います。 
○議長（仲亀佳定君） 

遠藤財政課長。 
○財政課長（遠藤良彦君） 

お答えします。入札の回数につきましては、１回でございます。従業員の人数でござ

いますけれども、詳しくは把握しておりませんが、その評定値があります。その中で上

から４番目の規模になっております。その評定値でいきますと、１０００点以上はかな

りの良い部類になると思いますけれども、現在、１０５５点という評定値でありまして、

かなりの上位になると思います。 
○１０番議員（堀之内可和君） 

わかりませんか。 

○財政課長（遠藤良彦君） 

調べて、またお答えしたいと思います。はい、すみません。 
○議長（仲亀佳定君） 

     他に、質疑はありませんか。 

４番 若林良一議員。 
○４番議員（若林良一君） 

私もですね、建設の方へ長く従事して、いろいろな現場の方に入っているわけですけ

れども、この別紙のですね、概要書を見ていただければいいかなと思うんですけれども。

ここにですね、屋外工事と屋内工事と２つに分けてあるんですけれど、これをですね、

学校の教育を進めながら多分工事を進めていく中で、夏休みを利用してやると思うんで

すけれど、これ実際的に、中のパーテーションを全部撤去して、新設でいきますよね。

なおかつ、床の塗装を研磨して塗装して、外壁も一緒にやるとなると、大変な工事にな

ると思うんですよね。それをですね、もう前向きで進んでいることでありますので、ぜ

ひともですね、この辺をどのように、南部町でも監視していかなきゃいけないと思うん

ですよ。で、子どもらが良い環境の中でやっぱり勉強することを考えると、この夏休み

期間にこれだけの工事ができるのか、僕はここが一番心配なもんで、それをどのように

考えているのか教えていただきたい。 
○議長（仲亀佳定君） 

市川学校教育課長。 

○学校教育課長（市川 隆君） 

４番 若林議員のご質問にお答えさせていただきます。 

実は、事業課としましても、そこが一番の心配事であります。今回ご承知いただけれ

ば、早速に打合せに入らせていただくわけなんですけれども、設計段階から、そこには

充分留意をして設計を委託しております。一応、理論上は可能だということで設計がな

ったわけなんですけれども。 
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今後は、設計業者ならびに施工業者、それと学校ですね、それから事業課と４者で綿

密に打合せをしながら、まずは児童の学習環境を阻害することのないようにということ

で、施工計画を立てていくということ。 

後ですね、夏休み以外の期間も当然施工せざるを得ないというところで、一番の課題

は音であるということを学校側からも訴えられております。ですから、そこら辺のこと

は、どの様に工夫して、無音で無震動で施工できるのか、それから、どうしてもやむを

得なくそうなる場合につきましては、午後３時以降の施工であるとか、そういったこと

で対応させていただきたいという風に考えております。まあ、日経工業は、他の自治体

におきましても学校施設の改修工事を手掛けておりますので、そこら辺のノウハウは持

っているという話は聞いていますけれども。 

とにかく、一番に優先すべきは、児童の学習環境だと認識しております。よろしいで

しょうか 

○議長（仲亀佳定君） 

他に、質疑はありませんか。 

４番 若林良一議員。 

○４番議員（若林良一君） 

まあ、今ですね。綿密な打合せの中でやるということで話されたんですけれど、でき

ればですね、公に出すわけにはいかないんですけれど、ある程度工程表ができたらです

ね、見せていただけると、これ私個人の話ですけれど、見させていただけるといいかな

と思います。かなり難しいと思います。 
あともう一点なんですけれど、もしできましたら地元の業者をですね、できる範囲で

使っていただけることをぜひともですね、頭の中に入れておいていただいて、進めてい

っていただける方がいいかなと思います。 
○議長（仲亀佳定君） 

他に、質疑はありませんか。 

１１番 遠藤光宣議員。 

○１１番議員（遠藤光宣君） 

１１番 遠藤。今、若林議員から話があったわけなんですけれども、この工事、リフ

ォーム改修工事なもんですから、工程的にも厳しい面があって、子どもにも環境はかな

り厳しい面も出てくると思うんですけれども。まず、工程的に厳しい面が出てきてしま

すと、工事自体がそれなりに、表現の仕方が合っているか分かりませんが、雑っていう

と失礼ですけれども、なかなか手落ちとかなんかが出やすい、そういう関係が出てくる

と思うんですよね。想定外ということが、リフォームに関しては想定外が出てくること

が現実なものでね。我々建築を長い間やってきたものですから、その辺は充分心配して

いるわけですけれども。 
その中で、一点提案として考えて、こんなこと教育委員会とか町でも考えたかなと思

うんですけれども。校舎をですね、万沢小学校と一時、Ｎ教室とか何とかで統合して授

業やってるときありますよね。そういう環境の中で、夏休み中、始めから終わりだと１

ヶ月半くらいですかね、その辺にできる工事をやって、どんどん進めていっても、とて
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もそこで、まあ子どもに影響を掛けないで工事を進めるということは大変だと思うんで。

できることだったら、２ヶ月なら２ヶ月の間、万沢小学校と授業を一緒にする。例えば、

今５月末だから、６月から７月の２ヶ月間くらいで授業の行程を両校が大体同じ状態へ

もっていって、９月かな、８月終わりから９月の辺になった時には、授業の進行状況が

両校同じくらいの態勢にもっておいて擦り合わせをしておいて、そこで９月から１０月

とかの間は、一定の期間授業を、同じ校舎で同じ教室でやる、これも一つの案だと思う

んですけれども、その辺はどう思いますかね。 
○議長（仲亀佳定君） 

市川学校教育課長。 

○学校教育課長（市川 隆君） 

１１番 遠藤議員のご質問にお答をさせていただきます。 
一時退避というか避難というか、そういったことも検討させていただきました。ただ、

移動の手段が無いということで。スクールバスの利用は中学校の登下校の時間帯と重な

らなければ、その利用も可能かと思いますけれども、富河小学校全校児童数およそ７０

人ということで、複数のバスが必要となってくるというようなことで、なかなか難しい

のかなという検討もしたんですけれども。 
とにかく先ほども申し上げましたが、子どもの学習環境を確保するということから、

可能な限りいろいろな手段というものを検討する必要があるかなという風には認識はし

ております。 
で、改修工事ですから、不測の事態が生ずるということは、剥がしてみて初めてわか

ったということがいくつもあるであろうということは我々も想定しておりまして、また、

そういったところで工事の内容変更を余儀なくされるという事態が生じました際には、

議会にお諮りするような形になろうかと思いますのでよろしくお願いします。 
それから、我々事業課としましても専門的な知見を持ちあわせておりません。ですか

ら、コンサルに委託しまして、コンサルの知見を活用して、計画を立てているようなわ

けなんですけれども、議員の皆さまにも様々なアドバイスをいただけたら、本当に有難

いなと思いますのでよろしくお願いします。 
○議長（仲亀佳定君） 

他に、質疑はありませんか。 

５番 望月光彦議員。 

○５番議員（望月光彦君） 

５番 望月。専門的なことはよく分からないんですけれども、やっぱり学校で勉強し

ながら工事を進めるというのは大変なところかなというのは、皆さんの一番懸念すると

ころなんですが。例えば、工事の方が日程的に非常に厳しいという段階に至ったときに

ですね、夜勤というか、夜を使って、子どもが全く居ないときに工事をやって、昼間は

休ませておいて夜勤でやるというのも、地域の人達への騒音というのもありますけれど

も、そういうことは一切考えなくて。日勤帯の中で、まあ夏休みを使ってということで

対応を考えているのか、夜勤でこう夜、重点的に工事をするようなことは全く検討の中

にはなされないのかどうなのかお聞きしたいと思います。 
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○議長（仲亀佳定君） 

市川学校教育課長。 

○学校教育課長（市川 隆君） 

５番 望月議員のご質問にお答えさせていただきます。 
まず第１番目に留意しなければならないのは、児童の学習環境。その次に、工期内に

完了ということになります。そのためにどういった方策がとれるのかということは、で

きる限りの方策を取り入れて、周りへの影響も配慮しながら、その夜間の施工というこ

とが可能かどうかということは、まだ私も勉強不足であれなんですけれども、そういっ

た選択肢も充分あるのではないかという風には考えております。 
○議長（仲亀佳定君） 

他に、質疑はありませんか。 

佐野和広町長。 

○町長（佐野和広君） 

いろんなご質問がございました。入札に関して、この日経工業さんが落札した、これ

は私も注目をしていたんですが、私とすれば非常に日経さんが取って良かったなと。と

いうのは、前回、栄保育所をやりました。その時の施工に対する取り組みが非常に良い

ということで、職員も本当にびっくりしておりました。ですから、今回もそういうこと

を想定のうえでの落札をしたわけですから、私は多分ですね、予定どおりやってくれる

んではないかと。 

先ほどいろいろな懸念事項がありました。開けてみたらちょっと不具合が生じた、そ

の時はですね、やっぱりその段階でまたちょっと違う方策、例えば先ほど言ったような、

どうしても間に合いそうもないから夜間を通してやるとか、その辺はその時に考えれば

いいかなと、そんな思いがしておりますけれども。以上です。 

○議長（仲亀佳定君） 

他に、質疑はありませんか。 

（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
以上で、議案第５５号についての質疑を終結いたします。 
次に、討論を行います。 

     議案第５５号について討論いたします。 

討論の通告はありませんので、討論なしと認めます。 

以上で、議案第５５号の討論を終結いたします。 

     次に、採決を行います。 

議案第５５号 工事請負契約の締結については、原案のとおり決定することに、賛

成の諸君の起立を求めます。 

     （ 起 立 全 員 ） 

起立全員であります。 

よって、議案第５５号については、原案のとおり決定いたしました。 

以上で、本臨時会に附議されました案件は、すべて議了いたしました。 
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これをもちまして、令和元年南部町議会第２回臨時会を閉会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

議員の皆さまは、控室にご集合ください。 

 

閉会  午前９時５８分 
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